
○岡田議長 次に、錦織議員。

〔錦織議員質問席へ〕

○錦 織議 員 日 本共 産 党米子 市議 団の 錦織陽 子で す。ど うぞ よろ

しくお願いいたします。

ま ず、 淀江産 廃処 分 場建設 計画 地の 土地売 却方 針につ いて 伺い

たいと思います。

米 子市 は、鳥 取県 環 境管理 事業 セン ターか ら、 この７ 月１ ６日、

淀江 町小 波の産 廃処 分 場計画 地に 存す る米子 市有 地につ いて 、買

い取 りた いとい う申 出 を受け 、こ のほ ど売却 する 方向で ある と、

８月に開催された総務政策委員会で報告されました。

まず、売却を決めるに至った理由について伺います。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 売 却 を決め た理 由で ござい ます 。当該 対象 地は、

既に 鳥取 県環境 管理 事 業セン ター に対 して産 業廃 棄物管 理型 最終

処分 場の 設置に 係る 事 業計画 用地 とし ての使 用を 承諾し た土 地で

ござ いま す。ま た、 本 市は、 第５ 次米 子市行 財政 改革大 綱に 掲げ

てお りま すとお り、 遊 休地に つい ては 売払い を原 則とし てお り、

当該 対象 地は、 市と し ての将 来的 な利 活用計 画が ない遊 休地 であ

りま すこ とから 、鑑 定 評価に 基づ く適 正な価 格に より売 り払 う方

向で事務を進めるものでございます。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 土 地利 用 のない 遊休 地は 売却と いう のが原 則だ とい

う答弁でした。

私 は、 この答 弁を 非 常に違 和感 を持 ってお 聞き しまし た。 平成

１５ 年に 、鳥取 県環 境 管理事 業セ ンタ ーは、 集落 、民家 に隣 接し



てい ない こと、 飲用 水 源地に 隣接 し、 直上流 に位 置しな い土 地で

ある こと などの 要件 を 示して 、産 廃処 分場の 適地 の有無 につ いて

県内 全市 町村に 照会 し ました 。合 併前 の旧淀 江町 は、適 地な しと

回答 して います 。そ れ は変え られ ない 事実で あり 、米子 市も その

公式見解は引き継いでおります。

こ のた び報告 のあ っ た産廃 処分 場用 地とし て売 却する 市有 地は、

平成 ２０ 年当初 より 、 株式会 社環 境プ ラント 工業 と環境 管理 事業

セン ター が管理 型産 廃 処分場 にし よう と計画 を進 めてき た土 地で

す。 米子 市はそ の計 画 地の４ ６％ を占 める土 地の 所有者 であ りな

がら 、利 用者か らは 直 接には 何の 打診 も長ら く受 けてき ませ んで

した 。し かしな がら 、 米子市 の土 地が あるこ とは 当初か ら織 り込

み済 みで 、米子 市が 売 るも貸 すも 、う んと言 わな ければ 成り 立た

ない 事業 であり 、建 設 から事 業廃 止ま で約５ ０年 という 長期 にわ

たる 事業 の肝と なっ て います 。そ うい う土地 を本 当に将 来に おい

て土 地利 用計画 のな い 遊休地 とし て判 断して いい のか、 市長 の答

弁を求めます。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 こ の 鳥取県 環境 管理 事業セ ンタ ーから 買取 りの

申出 があ った周 知で ご ざいま すが 、市 として の行 政目的 を持 たな

い土 地で ござい まし て 、将来 的に 市に よる利 活用 計画の ない 土地

であ りま すこと から 、 遊休地 であ ると 考えて いる ところ でご ざい

ます。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 米 子市 と しては 、単 独で 計画が ない という 土地 だと

いうことです。



米 子市 が条件 をつ け て使用 を容 認し た令和 元年 ８月か らは 、少

なく とも 借地に 貸し 出 す予定 の市 有地 であり 、約 ５０年 の長 期に

わた る計 画の土 地で す 。他の 遊休 地と 同列に 考え ていい わけ はあ

りません。

経 済的 効果に つい て ですが 、８ 月の 総務政 策委 員会で 、土 光議

員の 様々 な質疑 で明 ら かにな った こと は、借 地と して貸 し出 した

ほう が約 1,３ ０ ０ 万 円 、 米 子 市 に と っ て は お 金 が 多く入 る、 有利

だと いう ことが 分か り ました 。セ ンタ ー側は 、試 算して 米子 市に

もそ の情 報提供 をし た わけで すけ れど も、売 却し た場合 と賃 貸し

た場 合の 比較を なぜ 米 子市自 身は しな かった のか 、答弁 を求 めま

す。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 こ の 当該市 有地 でご ざいま すが 、まず 、買 取り

の相 手方 、セン ター か ら買取 りの 申出 があっ たと いうこ とで ござ

います。

次 に、 当該対 象地 は 、市と して の将 来的な 利活 用計画 がな い遊

休地 でご ざいま して 、 先ほど 申し まし たよう に、 本市は 遊休 地に

つい ては 売払い を原 則 として おり ます ことか ら、 鑑定評 価に 基づ

く適 正な 価格に より 売 り払う 方向 で事 務を進 める ことと した もの

でご ざい まして 、い わ ゆる賃 貸し た場 合、貸 した 場合と の比 較を

する考えはございません。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 で は、 米 子市は 、環 境管 理事業 セン ターの ほう から

この試算を渡されてどういうふうに思われたでしょうか。

○岡田議長 藤岡総務部長。



○藤 岡総 務部長 セ ン ターが 御自 分で 作られ た資 料です ので 、米

子市 のほ うから 、こ の 資料に つい て特 に申し 上げ ること はご ざい

ません。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 米 子市 と しては 、も う売 りたい とい う気持 ちが あふ

れてたわけですよね、結局。

私 は、 売るに して も 、貸す にし ても 、この 土地 を管理 型産 廃処

分場 にす ること は、 そ の用地 にす るこ とには もと もと反 対で す。

長年 、水 源地の 上流 に 産廃処 分場 を造 るな、 命の 水を守 ると いう、

漁業 者も 含めた 地元 住 民を中 心と した 長い反 対運 動があ った 土地

です 。今 もあり ます 。 世界的 に水 が不 足する とい う警鐘 も鳴 らさ

れて いま すし、 今後 、 異常気 象な ども あり、 どう いう事 態が 起こ

るか 分か りませ ん。 今 、売却 する とい うこと は、 当然で すが 、市

の管 理責 任はな くな り 、住民 は見 放さ れたと 思う のでは ない でし

ょう か。 経過か らい っ ても、 米子 市に は土地 を所 有し続 ける 責務

があると考えますが、市長の見解を求めます。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 セ ン ター、 関係 ６自 治会、 鳥取 県、米 子市 で周

辺地 域の 生活環 境を 保 全する ため の協 定を締 結し ており ます 。環

境保 全協 定でご ざい ま す。こ の中 で、 本市の 役割 は、環 境保 全協

定書 第４ 条第４ 項に 定 められ てお りま すとお り、 センタ ーの 処分

業務 に伴 い、地 域の 生 活環境 に支 障が 生じて いな いこと を確 認す

ると とも に、関 係６ 自 治会に おけ る本 協定に 定め る権利 の行 使な

ど、 その 他本事 業に 関 連する 地域 振興 の実施 に際 し必要 に応 じて

支援 をす るもの であ る と定め られ てお ります 。こ のこと が本 市が



果たすべき役割だと認識をしております。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 委 員会 の 説明の 中で は、 米子市 も環 境保全 協定 の４

者の 中の １つに 入っ て いる。 関与 は変 わりな くっ て、米 子市 は伴

走支 援を するん だと 、 地元自 治体 とし てって いう ような お話 があ

りま した けれど も、 言 わば、 約５ ０年 の賃貸 が約 束され て、 確約

され て、 しかも 貸し た ほうが 経済 的に 有利と いう ことが 、遊 休地

は売却にするという、その原則に、私は勝るとは思えません。

米 子市 は、昨 年７ 月 に鳥取 県か ら産 廃処分 場の 設置許 可申 請に

つい て、 生活環 境の 保 全上の 見地 から の意見 照会 を求め られ まし

たが 、８ 月に意 見は な いと回 答を され ました 。意 見がな いと いう

この 回答 にも驚 きま し たが、 先ほ ど、 必要な 意見 は言っ てい くん

だと いう 立場は 変わ ら ないと いう ふう に言わ れま すが、 本当 にそ

うな のか と。そ の担 保 が最低 でも 米子 市が土 地を 所有す ると いう

ことだと私は思います。

そ して 、その 契約 の 終了の 暁に は、 そのと きの 住民、 米子 市民

と一 緒に 活用方 法を 決 めたら いい ので はない でし ょうか 。ぜ ひ再

検討をしていただきたいと思いますが、どうでしょう、市長。

○岡田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 ま ず、 錦 織さん の御 質問 の中で 、米 子市は この 土地

を売 りた い気持 ちで い っぱい だと いう 御発言 がご ざいま した が、

先ほ ど藤 岡部長 から 答 弁があ りま した とおり 、こ れは我 々に 関し

ては 、土 地の所 有目 的 等に照 らし た原 則から 対応 したも ので あり

まし て、 その売 りた い 気持ち で売 った という こと ではご ざい ませ

んので、それは明確に否定をさせていただきたいと思います。



そ して 、その 有利 、 不利の 話も ござ います けれ ども、 確か に賃

貸借 期間 だけを 見れ ば 、その よう な有 利、不 利は 出るか も分 かり

ませ んが 、一旦 これ は 民間の 所有 土地 という こと になり ます と、

この 民間 で所有 して る 限りは 、ず っと 固定資 産税 収入が 入っ てく

るこ とに なりま す。 そ れはも ちろ ん賃 貸借収 入よ りは少 ない わけ

では ござ います けれ ど も、賃 貸借 収入 はあく まで 賃貸借 をし てい

る期 間に 入って くる 収 入だけ の話 でご ざいま すの で、そ の有 利、

不利 も単 純に期 間の 定 めによ って は分 からな いと いうも のも ある

と思 いま す。そ うし た ところ から 、我 々とし ては 、決し て不 動産

業を 営ん でるわ けで は ござい ませ んの で、行 政目 的に当 たら ない

遊休 財産 につい ては 、 原則ど おり 売る という 方針 でこれ を決 めた

もの でご ざいま すの で 、そこ は誤 解な きよう にお 願いを した いと

思います。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 い ろい ろ おっし ゃい まし たけれ ども 、結局 はあ の土

地を 住民 が反対 して 、 建設用 地に する なと言 った 、その 土地 を、

今は いろ いろと 地元 の 、７億 円の 環境 整備費 とか 出して 、そ この

自治 会さ んたち は、 本 当に苦 渋の 判断 をされ てい るとい うふ うに

思い ます し、そ れで 安 心だと いう こと では絶 対な いんで す。 だか

ら、 米子 市がそ れを 持 つとい うこ とは 、非常 にそ の住民 に対 して

も米 子市 の責任 をき ち んと果 たす とい う約束 に私 は最後 まで なる

というふうに思うんです。

最 後に 、７月 ２２ 日 の米子 市の 委員 会で説 明が あった 後、 関係

６自 治会 に対し てセ ン ターか ら買 取り の意向 があ ること を市 議会

に報 告し たとい うこ と を報告 され たと いうこ とで すけれ ども 、誰



がい つ、 どのよ うに さ れたの かお 尋ね します 。ま た、今 後、 関係

６自 治会 への市 有地 売 却等の 説明 はど のよう な計 画なの か伺 いま

す。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 地 元 への報 告で ござ います けれ ど、現 在、 淀江

支所 の中 に地元 に伴 走 支援す るた めの 組織を 設け ており ます 。淀

江振 興課 のほう から 地 元に対 して 報告 をして いる ところ でご ざい

ます。

ま た、 今後の 予定 に つきま して は、 現在、 米子 市は、 事務 を進

めて いく という 段階 で ござい まし て、 具体の 話は 、今後 セン ター

のほ うで 調整し てい か れるも のと 承知 をして おり ます。 以上 です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 ８ 月の 総 務政策 委員 会で も、や っぱ りここ は、 委員

のほ うか ら地元 のほ う にきち んと コミ ュニケ ーシ ョン取 るよ うに

とい うこ とで、 信頼 関 係を持 つよ うに という 意見 があっ たと いう

ふう に思 うんで す。 そ ういっ たと ころ は抜か りな くやっ ぱり やっ

てい ただ きたい とい う ふうに 思い ます が、そ れが 後回し とい うこ

とに なっ てはい けな い という ふう に思 うんで す。 私は、 住民 、市

民不 在の このよ うな 売 却方針 には 断固 反対し て、 この質 問は 終わ

ります。

次に、不登校児童生徒への対応と健康診断についてです。

小 中学 校への 不登 校 は、こ の１ ０年 で３倍 と急 増し、 ３５ 万人

近く にな りまし た。 夏 休みが 明け て２ 学期が 始ま り、生 活の リズ

ムを 取り 戻すの に時 間 がかか る子 ども たちも いる と思い ます 。児

童生 徒の 登校渋 りや 不 登校や それ に近 い状況 は身 近にな って いる



と言えます。

８ 月に 開催さ れた 令 和７年 度第 １回 米子市 総合 教育会 議の 議事

の一 つに 不登校 対応 の 現状と 今後 の体 制など につ いて報 告が あり

まし た。 学校教 育課 に よりま すと 、小 学校の 新規 の不登 校数 は令

和６ 年度 は５年 度に 比 べて減 少し た。 また、 令和 ６年度 は小 学校

６年 生と 中学３ 年生 で 不登校 数が 前年 度比減 にな ってい るも のの、

やは り小 中学校 での 合 計では 依然 増加 傾向で ある という こと が示

されました。

支 援の 状況は 、こ の 間、ぷ らっ とホ ームの ソー シャル ワー カー

の加 配だ とか、 校内 サ ポート 教室 も令 和３年 には ３校だ った もの

が、 令和 ７年度 には １ ４校に 増加 する など、 支援 の幅が 広が って

いるという状況も分かりました。

そ こで 、気に なる 幾 つかの 点に つい て伺い ます 。まず 、通 所手

段と 支援 につい てで す が、ぷ らっ とホ ーム、 フリ ースク ール への

通所手段についてです。

以 前、 ぷらっ とホ ー ムにお 邪魔 した ときに は保 護者が 送迎 して

おり 、送 迎まで はな か なか対 応が でき ないと いう ふうに お聞 きし

たんですけれども、現状はどうなのかお尋ねします。

○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長 谷川 教育委 員会 事 務局長 ぷ らっ とホー ムの 送迎の 現状 につ

いて のお 尋ねで ござ い ますが 、基 本的 に保護 者に よる送 迎を お願

いし てい るとこ ろで ご ざいま すが 、そ れが難 しい 場合に は、 支援

員に より ます送 迎も 可 能なよ うに 体制 を整え てい るとこ ろで ござ

います。

○岡田議長 錦織議員。



○錦 織議 員 支 援員 に よる送 迎も 場合 によっ ては します よと いう

ことでした。

フ リー スクー ルへ の 通所に は交 通費 が支給 され ている とい うこ

とが ホー ムペー ジ上 に も書い てあ りま したけ ど、 ぷらっ とホ ーム

では 同様 に給付 して お られる ので しょ うか。 支給 要件に つい て伺

います。

○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長 谷川 教育委 員会 事 務局長 ぷ らっ とホー ム利 用者へ の交 通費

の支 給に ついて でご ざ います けれ ども 、フリ ース クール と同 様に

交通費の支給対象としてるところでございます。

な お、 補助対 象は 、 市内に 住所 を有 し、通 所実 績のあ る児 童生

徒の 保護 者等と して お りまし て、 一月 当たり の支 給上限 は、 小学

生が 3,０００円、中学生が 6,０００円でございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 例 えば ぷ らっと ホー ムに 行って みた いけれ ども 、家

から 大分 遠くだ とい う ことで ちょ っと ちゅう ちょ される とい うよ

うな こと があっ たら い けない と思 いま すので 、そ ういう お知 らせ、

周知 とい うのは しっ か りとし てい ただ きたい とい うふう に思 いま

す。

次 に、 健康診 断に つ いてで すが 、学 校では 毎年 健診が 行わ れて

いま す。 健康診 断の 実 施義務 は学 校教 育法と 学校 保健安 全法 に基

づい て実 施をし てい る もので すが 、そ の目的 と実 施項目 につ いて

伺います。

○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長 谷川 教育委 員会 事 務局長 健 康診 断の目 的と 実施項 目に つい



てで ござ います が、 学 校教育 法第 １２ 条及び 学校 保健安 全法 第１

３条 の定 めると ころ に より、 学校 は児 童生徒 の健 康の保 持増 進を

図る ため 、健康 診断 を 行いま すが 、そ のほか 必要 な措置 も講 じる

とい う法 的義務 を負 っ ている とこ ろで ござい ます 。健康 診断 の目

的は 、児 童生徒 の身 体 的な健 康状 態を 把握し 、健 康で安 全に 学校

生活 を送 ること がで き るよう にす るこ とでご ざい まして 、実 施項

目と いた しまし ては 、 身長及 び体 重で すとか 、栄 養状態 、視 力及

び聴 力と いった １１ の 検査項 目が 必須 と定め られ ており ます 。以

上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 説 明い た だきま した けれ ども、 その 目的は 、御 答弁

のよ うに 、学校 にお け る児童 生徒 の健 康の保 持増 進、健 康状 態の

把握 、安 全確保 、健 康 教育の ため に実 施され ます 。胸部 やそ れか

ら四 肢の 状態の 健診 、 特に小 学校 １年 生、小 学校 ４年生 、そ して

中学 １年 生の心 電図 だ とか、 そう いっ た項目 も本 当に大 事だ なと

いうふうに思っています。

学 校で 当たり 前に 私 は集団 検診 を受 けてき まし たけど 、こ れら

の健 診は 病気の 早期 発 見、早 期治 療で 、本人 が生 涯健康 的に 過ご

せる ため に、ま た将 来 におけ る医 療費 の抑制 にも つなが り、 大変

重要な取組だと思います。

ま ず、 不登校 児童 生 徒の健 診機 会の 保障に つい てどの よう に考

えておられるのか、教育長にお尋ねします。

○岡田議長 浦林教育長。

○浦 林教 育長 不登 校 児童生 徒の 健康 診断の 機会 の保障 につ いて

のお 尋ね でござ いま す 。健康 診断 は、 児童生 徒の 健全育 成の ため



にそ の健 康状態 を適 切 に把握 する ため のもの でご ざいま して 、不

登校 の状 況であ るか な いかに かか わら ず、全 ての 児童生 徒が その

機会 を保 障され るべ き もので ある とい うふう に認 識をし てお りま

す。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 不 登校 状 況のあ るな しに かかわ らず って、 本当 にそ

うだというふうに思います。

不 登校 状態に なっ て る児童 生徒 の集 団検診 のこ の受診 状況 はど

うなってるのかお尋ねします。

○岡田議長 浦林教育長。

○浦 林教 育長 不登 校 児童生 徒の 集団 検診の 受診 状況に つい ての

お尋 ねで ござい ます 。 学校が 行い ます 健康診 断は 、当日 参加 でき

ない 児童 生徒も 想定 し ており まし て、 予備日 を設 定して おり ます。

それ でも 受診が でき な かった 場合 には 、事前 に校 医の了 承を 得た

上で 、直 接受診 がで き る体制 を整 えて おりま す。 こうし た対 応に

より まし て、お おむ ね 受診を 終え てい ると把 握し ており ます が、

中に は未 受診が 継続 し ている ケー スも ござい ます 。こう した 場合

には 、養 護教諭 が中 心 となり まし て、 受診へ の働 きかけ を続 けて

いる、こういった状況でございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 事 前に 頂 いた資 料で は、 令和７ 年度 直近で は、 不登

校児 童生 徒が２ ００ 人 を超え てお りま して、 その 中で予 備日 を利

用し たり 、時間 を当 日 ずらし て受 診を したり 、そ れから 、校 外で

校医 さん のとこ ろで 直 接健診 、平 日に 入れて もら って直 接健 診す

るな ど、 約９割 の子 ど もさん の受 診が できて ると いうこ とも 分か



りました。

受 診さ れてい ない 児 童生徒 の健 康状 態、ど のよ うに把 握さ れて

いるのかお尋ねします。

○岡田議長 浦林教育長。

○浦 林教 育長 健康 診 断未受 診の 児童 生徒の 健康 状態の 把握 につ

いて のお 尋ねで ござ い ます。 こう した ケース につ きまし ては 、担

任に よる 家庭連 絡や 家 庭訪問 の中 で、 保護者 の方 にその 状況 の確

認を 行っ たり、 実際 に 会った りし たと きに子 ども たちの 顔色 を見

たり 、声 を聞い たり し ながら 、何 とか 健康状 態の 把握に 努め てい

るところでございます。

そ のほ か、既 に家 庭 児童相 談室 です とか、 スク ールソ ーシ ャル

ワー カー などが 関わ っ ている ケー スで は、関 係機 関と連 携し なが

ら、粘り強く対応を継続しているところでございます。

い ずれ の場合 にお き まして も、 引き 続きの 支援 は必要 でご ざい

まし て、 今後も 定期 健 康診断 等に つい て計画 的に 実施し なが ら、

子ど もた ちの健 康状 態 の適切 な把 握に 努めて まい りたい と、 この

ように考えております。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 今 回、 私 この質 問を 、去 年から ずっ と気に なっ てま

して 、去 年の５ 月ぐ ら いでし たか ね、 ＮＨＫ の朝 の７時 半ぐ らい

から 放映 された んで す けれど も、 ８年 間、小 学校 、中学 と不 登校

だっ た大 学院の 女性 が 、側弯 症っ てい うんで すか ね、背 中が ばあ

っと 曲が って。 それ で 非常に 今苦 労し ている とい うこと で、 医師

に言 った ら、何 でこ れ が分か らな かっ たんで すか 、ここ まで って

いう こと で言わ れた そ うなん です けど 、健診 の機 会もな かっ たと



いう こと で、じ ゃあ 、 それで 、た だ曲 がって ると いうこ とだ けじ

ゃな くて 、内臓 にも 非 常に疾 患を その ために 抱え るとい う。 ずっ

と将 来、 そうい うの を 抱えて いか ない といけ ない という こと で、

もし その ときに 、ベ ル トです かね 、そ ういう 矯正 のもの があ れば、

こん なこ とには なら な かった でし ょう という よう な話も あっ たり

して 、い や、本 当に 大 事なこ とだ なと いうふ うに 思った わけ です。

そ れで 、今回 事前 に いろい ろお 聞き しまし たら 、いろ いろ 工夫

をさ れて 、健診 にも つ なげて いた だい ている とい うこと も理 解し

まし た。 学校医 の先 生 方も、 平日 の診 療中に 個別 の健診 にも 応じ

てい ただ いてい ると い うこと で、 本当 にこれ は感 謝申し 上げ たい

というふうに思いました。

そ れか ら、市 内の 知 人のお 孫さ ん、 この方 は不 登校で 健診 も受

けて ない という こと で 大変心 配し てお られま した 。それ から 、こ

のよ うに 、不登 校児 童 生徒の 約１ 割の 健診、 まだ 健診が 受け てお

られ ない 子ども さん が いらっ しゃ ると いうこ とで 、この 受け られ

ない 子ど もさん こそ 本 当に心 配だ とい うふう に思 うんで す。 子ど

もさ んが 絶対拒 否さ れ るとい う場 合も あると 思い ますけ れど も、

健診 が大 事です よと 、 こうい うふ うに 大事な んだ よとい うよ うな、

分か りや すいチ ラシ や リーフ レッ トな ど、そ うい うもの は準 備さ

れているんでしょうか。

○岡田議長 浦林教育長。

○浦 林教 育長 ちょ っ と確認 がで きて いない んで すけれ ども 、今

おっ しゃ ったこ とと い うのは 大変 大事 なこと だと いうふ うに 思っ

てお りま す。何 とか 全 ての子 ども たち が健診 受け れるよ うに 努め

てまいりたいと考えております。



○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 ぜ ひそ う いうも のも 用意 してい ただ いて、 御家 族に

も丁 寧に 働きか けて い ただき まし て、 粘り強 く対 応して いた だく

ことを要望いたして、次の質問に移りたいと思います。

安心して医療にかかるということのためにの質問です。

８ 月２ ２日に 公表 さ れた、 ７月 の全 国消費 者物 価指数 は、 総合

指数 では 、２０ ２０ 年 を１０ ０と して １１ 1.９ 、 前 年 同 月 比 は 3.

１％の上昇、生鮮食品を除く総合指数は１１ 1.６、前年同月比は 3.

１ ％ の 上 昇 と 高 水 準 で 物 価 高 騰 が 続 い ていま す。 ９月か らは 、マ

ヨネ ーズ や食用 油な ど 、食料 品の 値上 げが 1,４ ２ ２ 品 目 と 、 ま さ

に値上げラッシュの勢いが止まりません。

こ うし た中、 来年 度 は国保 料、 後期 高齢者 医療 保険料 の改 定時

期を 迎え ます。 例年 で も医療 費が 増加 傾向に ある ことか ら、 値上

げが 懸念 されま す。 令 和８年 ４月 から 、政府 のこ ども未 来戦 略加

速化 プラ ンの財 政基 盤 の確保 のた めの 子ども ・子 育て支 援金 がこ

の各 保険 料に上 乗せ 徴 収され るこ とに なり、 その 支援金 制度 の全

容は まだ 示され てい ま せんが 、１ 人当 たり平 均月 ２５０ 円か ら３

００ 円ぐ らいじ ゃな い かと言 われ てま すけど 、こ うした 上乗 せ金

が試 算さ れてい ます 。 そのま ま各 保険 料に上 乗せ になれ ば、 事実

上の 増税 です。 子ど も ・子育 て支 援制 度のた めに 全ての 医療 保険

料に 上乗 せする とい う のは、 かな り乱 暴な財 政措 置と言 わな けれ

ばな りま せん。 医療 保 険料へ の子 ども ・子育 て支 援金の 上乗 せを

やめ 、国 に子育 て予 算 の増額 を求 めて いただ きた いと思 いま すが、

市長、どうでしょうか。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。



○橋 尾市 民生活 部長 こども 未来 戦略 に掲げ ます 財源確 保に つき

まし ては 、鳥取 県版 地 方六団 体に よる 国への 提案 、要望 とし て、

国民 の負 担に配 慮し た 財源の 安定 確保 に努め るよ う求め てい ると

ころでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 先 ほど 言 ったよ うに 、子 ども・ 子育 て支援 金の 財源

のた めに 全ての 健康 保 険料に 上乗 せす るって いう のは、 国民 が気

がつ かな い、気 づき に くいと いう 、新 たな私 は増 税だと いう ふう

に思 うん ですね 。こ う いう財 源徴 収の 手法は 、地 方自治 体か らも

ぜひ意見を言っていただきたいというふうに重ねて要望します。

次 に、 国保の 滞納 者 への対 応に つい て伺い ます 。国保 料は 収入

に対 する 保険料 が重 い ため、 国保 滞納 者への 短期 保険証 や資 格証

の発 行な ど、懲 罰的 な 徴収が 問題 とな ってい まし たが、 従来 の保

険証 の廃 止に、 マイ ナ 保険証 の一 本化 ですね 、こ の廃止 に伴 い、

国保 料の 滞納世 帯に 対 しては 、こ れま での保 険証 取上げ 措置 から

窓口 で医 療費を 一旦 １ ０割負 担で 支払 い、事 後に 市町村 から ７割

分の特別療養費の支払いを受ける措置へと変更されています。

し かし 、そも そも 保 険料が 払え ない 世帯に 病院 の窓口 で１ ０割

払い なさ いとい うの が 苛酷で 、受 診が 困難、 病院 に行け ない とな

っているのが実情です。

日 本共 産党の 田村 貴 昭衆議 院議 員が このほ ど、 滞納世 帯の 方が、

医療 を受 ける必 要が あ るのに 、窓 口で 一時払 いが 困難だ と申 し出

た場 合、 特別療 養費 の 支給に 代え て療 養の給 付等 ができ るの では

ない かと 、これ は質 問 主意書 でた だし たとこ ろ、 滞納世 帯の 申出

があ れば 、市町 村が 特 別な事 情に 準ず る状況 と判 断する こと がで



き、 その 場合は 、特 別 療養費 の支 給に 代えて 療養 費の給 付等 を行

うことができると、これは答弁書で説明しております。

米 子市 の場合 は、 申 出があ った 場合 、同様 の判 断をし てい るの

かお尋ねします。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 特別療 養費 の支 給に代 えま して療 養費 の支

給を 行う ことに つき ま しては 、本 市に おきま して も同様 の取 扱い

をし てお り、特 別の 事 情の有 無を 適切 に判断 した 上で対 応し てい

るところでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 ち ょっ と 私、事 前に 通告 してな いん ですけ ど、 その

適切 に判 断する って い うのは 、ど こで 、一人 の患 者さん が行 きた

いと いう 場合に 、病 院 の窓口 に行 くの か、一 旦市 役所に 行く のか、

その点ではどうなんでしょうか。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 担当課 のほ うに 相談を いた だきま して 、そ

の内 容に 応じま して 、 必要に 応じ てと いうこ とで 判断を させ てい

ただいてるところでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 病 気で 大 変な方 に市 役所 に行か ない といけ ない とい

うこ とな んです けど 、 閣議決 定さ れた 答弁書 では 、この 際、 市町

村に 医療 の必要 性に つ いての 判断 を求 めない とし ている こと から、

申出があった場合は３割負担で受診させることができます。

医 療を 受ける こと は 、憲法 に明 記さ れた生 存権 の保障 であ り、

米子市がこの立場に立って受診を進めることを求めます。



次 に、 後期高 齢者 医 療につ いて お聞 きしま す。 ７５歳 の誕 生日

を迎 える と、国 民健 康 保険か ら後 期高 齢者医 療保 険に移 行す るわ

けで すが 、現役 世代 の 保険料 負担 の上 昇を抑 える ために 、令 和４

年１ ０月 １日か ら一 定 の所得 のあ る後 期高齢 者の ２割負 担が 導入

され まし た。こ の２ 割 負担の 対象 者は 、鳥取 県で は 1.６ 万 人 、 加

入 者 当 た り １ 7.４ ％ と い う こ と で す が 、 米 子 市 内 で は７ ５歳 以上

の高 齢者 は何人 で、 １ 割負担 の高 齢者 数、１ 割か ら２割 にな った

高齢 者数 、また 現役 世 帯並み 収入 で３ 割負担 の高 齢者数 につ いて

お尋ねします。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 制度開 始時 の令 和４年 １０ 月末時 点で お答

えを させ ていた だき ま す。７ ５歳 以上 の高齢 者数 は２万 3,０ ５ ６

人 、 １ 割 負 担 か ら ２ 割 負 担 に なっ た後 期高齢 者数 は 4,４ ９ ８ 人 で

割 合 は １ 9.５ ％ 、 現 役 世 帯 並 み 収 入 で ３ 割 負 担 の 人数は 1,２ ４ ７

人で、割合は 5.４％でございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 １ 割負 担 から２ 割負 担に なった 方が 約 4,５ ０ ０ 人 、

２ 割 お ら れ る と い う こ と です が、 この 後期高 齢者 医療費 の負 担が

１割 から ２割に なっ た 人の激 変緩 和の ために 、長 期頻回 受診 患者

への 配慮 措置が され ま したが 、３ 年間 の配慮 措置 が今月 末で 終了

する とい うこと です が 、どの よう な配 慮措置 がさ れてい たの かお

尋ねします。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 配慮措 置に つき まして は、 令和４ 年１ ０月

１日 の施 行後か ら３ 年 間、２ 割負 担と なる方 につ きまし て、 １か



月の 外来 医療の 窓口 負 担割合 の引 上げ に伴う 負担 増加額 を 3,０ ０

０円までに抑えるものでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 そ れで 、 １０月 から 激変 緩和措 置が なくな ると いう

こと で、 該当対 象者 に はどの よう な周 知がし てあ るのか お尋 ねし

ます。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 周知に つき まし てです が、 本年７ 月の 資格

確認 書送 付に際 しま し て、後 期高 齢者 医療制 度の 対象と なる 方、

全加 入者 に案内 パン フ レット を配 付し 、該当 措置 につい て周 知を

行ったところでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 その後、本市への問合せはあるんでしょうか。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 現時点 にお きま しては 、本 措置に つい ての

問合せはございません。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 パ ンフ レ ットも 同封 した ってい うこ となん です けど、

どういう周知だったのかなと。

私 の知 人は、 米子 市 からの 郵便 物は 残して おら れるん です 。だ

けど 、受 け取っ てな い という ふう にお っしゃ って 、でも 、入 れた

とい うこ とだか ら、 探 してみ てく ださ いとい うこ とで探 して もら

った ら、 資格確 認書 が 入って いた 封筒 、だか ら、 ７月に 来た 封筒

です ね。 それに 小さ な パンフ レッ トが 入って いて 、その お知 らせ

の何 番目 かの項 目の 一 つに「 １割 から ２割に なっ た方に は 3,０ ０



０円 の配 慮措置 があ り ます（ 令和 ７年 ９月末 まで ）。」 とい うの

があ った んです ね、 そ れが書 いて ある だけで す。 これで はち ょっ

と分 から ないと 思い ま す、さ すが にね 。特に 後期 高齢者 への 通知

です 。該 当する ２割 負 担の方 には 特別 丁寧な 対応 が私は 必要 じゃ

ない かな と。全 部に 出 された って いう ことで すけ ども、 特別 必要

じゃないかなというふうに思うんです。

こ のま までは 、恐 ら く１０ 月に 入っ てから 、ど うなん だと いう

連絡 がい ろいろ 来る と 思うん です けれ ども、 例え ば難病 指定 を受

けら れた ら無料 なん で すけど 、受 けら れない ので 医療費 がか さむ

など 、非 常に生 活が 大 変だと いう 病状 の方も おら れるし 、そ れか

ら、 ２割 になっ てか ら は、も う歯 医者 と整形 には なるべ く行 かな

いよ うに 、行き たい け ど、我 慢し てる と。医 療費 だけで なく 、物

価も すご く上が って 、 本当に 生活 が大 変だと いう お話も こも ごも

お聞 きし ました 。だ か ら、パ ンフ レッ ト一つ 入れ といた らい いじ

ゃな いか という のは ち ょっと 違う んじ ゃない かと いうふ うに 思い

ます。

パ ンフ レット 入れ た からと いっ て、 ２割負 担が いいっ てい うわ

けで はあ りませ ん。 し かし、 そう いう 思いを やっ ぱりこ うい うふ

うに 皆さ ん苦労 して る と、そ うい うと ころを ぜひ 米子市 、市 の職

員さ んや 、市長 さん は じめ、 ここ の執 行部の 皆さ んも、 やっ ぱり

我が 事の ように 思っ て もらい たい わけ ですよ 、理 解して いた だき

たい んで す。周 知さ れ たとは 言え ない んだけ れど も、こ のま まで

いいとお考えですか。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 このた びの 周知 につき まし ては、 一般 的な



パン フレ ットと いう こ との周 知と いう ことで 少し 不足し てた 部分

があ るか もしれ ませ ん けれど も、 今後 問合せ があ った際 には 丁寧

に対応してまいりたいというふうに考えております。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 時 間的 に はまだ 間に 合い ますの で、 せめて 該当 者の

方に は激 変緩和 措置 が なくな るお 知ら せを、 うれ しいお 知ら せじ

ゃな いか もしれ ない け れども 、本 当の ことな んで 、ちゃ んと お知

らせ をす べきだ とい う ふうに 思い ます 。こう いう 特に負 担が 増え

る制 度の 変更の とき に は、や っぱ り丁 寧に対 応し ていた だき たい

と私は強く要望しておきたいと思います。

次 に、 マイナ 保険 証 につい てで す。 政府は マイ ナ保険 証の 一本

化に 向け て、昨 年の １ ２月２ 日か ら従 来の紙 の保 険証の 新規 発行

を停 止し ました が、 今 年７月 末ま では 従来の 紙の 保険証 が使 えま

した 。マ イナ保 険証 を 持って いな い人 には、 米子 では国 保世 帯、

高齢 者世 帯に申 請な し で資格 確認 書が 送られ まし た。後 期高 齢者

には マイ ナ保険 証を 持 ってい る人 でも 、混乱 を避 けるた めに 資格

確認書が全員に送られました。

そ こで 、直近 の米 子 市民の 国保 のマ イナ保 険証 の保有 率と 実際

の利 用率 、後期 高齢 者 のマイ ナ保 険証 保有率 、実 際の利 用率 につ

いて伺います。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 令和７ 年５ 月末 時点の マイ ナ保険 証の 保有

率と 利用 率につ いて お 答えを させ てい ただき ます 。国民 健康 保険

につ きま しては 、保 有 率７ 2.４ ％ 、 利 用 率 ３ 9.６ ％ 、 後 期 高 齢 者

医 療 に つ き ま し て は 、 保有率 ７ 1.９ ％ 、 利 用 率 ２ 8.０ ％ で ご ざ い



ます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 マ イナ 保 険証の 保有 率に 対して 利用 率が大 分低 迷し

ているという、この原因はどこにあるとお考えでしょうか。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 利用率 低迷 の原 因につ いて でござ いま すが、

マイ ナ保 険証の メリ ッ トなど の周 知、 広報が 不足 してい るこ とも

原因の一つと捉えてるところでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 つ まり 、 持って いる けれ ど、実 際は 病院に は従 来の

紙の 保険 証を使 って い る人が 非常 に多 いとい うこ となん です ね。

周知 不足 ってい うよ り も、マ イナ ポイ ントで せか してマ イナ 保険

証に 誘導 したと いう の が実の とこ ろじ ゃない かと いうふ うに 思い

ます 。そ して、 病院 窓 口では スム ーズ に受付 がい けない とい うト

ラブ ルに も数多 く聞 い てます し、 それ ならと 、そ ういっ たこ とを

聞く んだ ったら 、従 来 の保険 証を 持参 したと いう 方も多 かっ たん

じゃ ない かとい うふ う に思い ます 。今 までは 紙の 保険証 があ りま

した が、 今回、 マイ ナ 保険証 の保 有者 には従 来の 紙の保 険証 のよ

うな 資格 確認書 は送 付 されな いの で、 市役所 の窓 口への 問合 せは

なかったのか伺います。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 ７月の 年次 切替 えの時 期に は、例 年多 くの

お問 合せ をいた だい て るとこ ろで ござ います が、 今回そ の中 には、

保険 証の 廃止に 伴う 受 診方法 等の 変更 に関す る問 合せも 含ま れて

おりました。



○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 今 年は 例 年より 多め だっ たとい うこ とも担 当者 のほ

うか らは お聞き して お ります 。ま た、 マイナ 保険 証を使 って いる

人で も、 マイナ ンバ ー カード の５ 年の 有効期 限切 れで窓 口で 使え

なく なる という トラ ブ ルもあ ると いう ふうに 思い ます。 実際 に米

子市 のマ イナカ ード の 更新っ てい うと 、令和 ７年 は１万 9,３ ４ ５

名 、 令 和 ８ 年 の 予 定 は １ 万 9,３ ５ ７ 名 、 令 和 ９ 年 に は ２ 万 7,５ １

９ 名 と い う ふ う に 、 こ う し て 毎 年 毎年 続いて いく んです ね。 です

から 、そ ういう 有効 期 限切れ で窓 口で 使えな くな るとい うト ラブ

ルを 防ぐ ために 、渋 谷 区や世 田谷 区な どでは 、こ の夏以 降、 順次、

資格 確認 書を発 送す る 予定だ とい うこ とで、 もう 送られ てい ると

思う んで すけど 、国 の 方針と 異な るこ ういう 判断 をした こと につ

いて 、そ れぞれ の区 は 、国民 健康 保険 の発行 権限 は自治 体に ある

とし た上 で、制 度が 移 行期間 にあ り、 利用者 が混 乱せず に保 険医

療を 受け られる よう に するた めと して います 。渋 谷区、 世田 谷区

では 、マ イナ保 険証 を 持って る人 、世 帯全て に資 格確認 書を 送付

しま した 。米子 市で も 、制度 の移 行期 間でも あり 、発行 した ほう

が問題なく受診ができると考えますが、どうでしょうか。

国 は２ 兆円も のマ イ ナポイ ント キャ ンペー ンで マイナ 保険 証の

切替 えを 進めよ うと し ました が、 医療 現場や 国民 生活の 実態 に見

合っ てい ないた めに 、 このマ イナ 保険 証だけ でも 様々な 保険 証が

混在 する 事態と なり 、 資格確 認書 を作 ったり 、限 定的に 発行 した

り、拡大をしなければならなくなりました。

こ のよ うに、 渋谷 区 などの 全世 帯発 行のほ うが 行政の 負担 も減

ると いう 声もあ りま す 。厚生 労働 大臣 も容認 せざ るを得 なく なっ



てい ます 。紙の 保険 証 を継続 する こと 、資格 確認 書は加 入者 全員

に申 請な しで送 付す る ことを 国に 求め 、そし て、 米子市 で先 行的

に実施することはどうでしょうか、市長に伺います。

○岡田議長 橋尾市民生活部長。

○橋 尾市 民生活 部長 マイナ 保険 証は 、市民 の保 健医療 の向 上を

図る とと もに、 最適 な 医療を 実現 する ための 基盤 であり 、医 療分

野で のＤ Ｘを通 じた サ ービス の効 率化 、質の 向上 の実現 につ なが

るも ので ござい ます の で、マ イナ 保険 証のメ リッ トを正 確に 御理

解い ただ けるよ う、 引 き続き 丁寧 な周 知・啓 発を 行って まい りた

いと 考え ており ます 。 したが いま して 、現時 点で は国に 対し ての

特段 の要 望を行 う考 え はなく 、ま た本 市で先 行実 施する 予定 はご

ざいません。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 国 は、 マ イナ保 険証 を強 制的に 進め たため に、 医療

現場 でも 様々な 混乱 が 起こっ てい ます 。国民 健康 保険は 、社 会保

障及 び国 民健康 保険 の 向上に 寄与 する ことを 目的 として 、日 本国

憲法 第２ ５条に 規定 さ れた国 民の 生存 権を医 療面 で具現 化し た制

度で あり ます。 国の 法 改正や 制度 移行 により 医療 が受け られ ない

人が 出な いよう 、安 心 して医 療が 受け られる よう 、やっ ぱり 市長

さん には 、言う べき こ とはし っか り国 に向け ても 求めて いた だき

たいと要望いたします。

最後に、長期化する猛暑の対策について質問いたします。

こ の問 題は、 今日 実 は３つ 目に なり まして 、３ 人目の 質問 とな

りま して 、大分 皆さ ん の質問 の中 でも 、やら ない やらな いっ てい

う答 弁が あって 、す ご く私は もう 残念 だなと 思い ながら 聞い とり



ます けれ ども、 熱中 症 につい て、 最も 効果的 だと いうふ うに され

るエ アコ ン購入 補助 に ついて 、検 討を してい るの かどう か、 この

点について伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 生活保 護世 帯な ど、低 所得 者世帯 など のエ

アコ ン購 入補助 制度 の 検討状 況で ござ います けれ ども、 エア コン

を保 有さ れてい ない 生 活保護 世帯 など に対し ます 本市独 自の 購入

補助 制度 という こと は 、現在 のと ころ 考えて おり ません が、 必要

に応 じま して、 生活 福 祉資金 貸付 制度 の活用 など の御案 内を 行っ

ているところでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 従 来の 答 弁の繰 り返 しで す。昨 年１ ２月議 会で 、私

の質 問に 対し、 生活 保 護世帯 に対 して は一定 の要 件を満 たす 場合

は、 エア コン設 置費 用 の支給 を認 めて いると いう ことで した が、

令和 ５年 、６年 度、 そ して、 令和 ７年 度直近 の一 定の要 件を 満た

したとして支給を認めた件数、実績をお尋ねします。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 支給要 件と 実績 につい てで ござい ます が、

保護 開始 時やＤ Ｖ避 難 等によ り借 家に 転居す ると きなど 、や むを

得な い状 況で、 エア コ ンの持 ち合 わせ がなく 、か つその 世帯 に熱

中症 予防 が特に 必要 と される 方が いる 場合に 支給 を認め てい ると

ころ でご ざいま して 、 支給件 数と いた しまし ては 、令和 ５年 度が

６件 、令 和６年 度が ４ 件、令 和７ 年度 が８月 末現 在でご ざい ます

が、３件でございます。

○岡田議長 錦織議員。



○錦 織議 員 や むを 得 ない状 況で も、 ３年間 でも １０件 そこ そこ

の数 しか 出して ない と いうこ とな んで すけれ ども 、保護 開始 時っ

てい うの は、通 常の 措 置だと 思い ます ので、 本当 に数が 少な いな

というふうに思います。

鳥 取県 は、９ 月２ 日 から８ 日ま での 熱中症 特別 警戒期 間を 発表

して おり 、熱中 症の 危 険性が 高ま るそ の予防 策と して、 日中 の運

動を 控え る、小 まめ に 水分、 塩分 を取 る、適 切に 冷房を 使う など

を心 がけ るよう 呼び か けてい ます 。米 子市も 暑さ 指数、 ３年 連続

更新 だそ うです 、御 承 知のよ うに 。も う今年 だけ じゃな くて 、こ

れか ら後 、猛暑 が続 く ことも 想定 され ます。 境港 市も伊 藤議 員の

紹介 のよ うに、 エア コ ンの補 助制 度が ありま す。 北栄町 では 、省

エネ を進 めるた めの エ アコン 補助 制度 、エア コン や冷蔵 庫な どの

補助 制度 をつく りま し た。米 子市 でぜ ひ、で きな いこと はあ りま

せん ので 、もう 名称 は 省エネ でも いい です。 とに かく補 助制 度を

つくっていただくことをお願いして、私の質問を終わります。


